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ダンススポーツ・ヘリテージに関する DSAの決定事項について 

 

この度、DanceSport Asia（DSA）に於いて、以下のことが決定され、加盟各国に通知されましたので、日本

においても選手、審判員その他役員の皆様に通知が必要となりました。 

 

DSAは、WDSFのアジア地域連盟であり、JOC も加盟している Olympic Committee of Asia（OCA）にアジ

アのダンススポーツの統括団体として加盟している組織です。 

 

DSAは、ダンススポーツ・ヘリテージが、IOCを語る活動で敢えて選手に誤解を与えていることに強く反発

し、その活動に一切加担しないように加盟団体およびその会員に対して求めています。そして、アジアで

初となる沖縄県金武町での 12月 10日のダンススポーツ・ヘリテージのイベントを注視しています。 

 

JDSFにもその遵守が求められておりますことから、皆様のご理解と会員の皆様への可及的速やかな周

知についてご協力を賜りますようよろしくお願い致します。 

 

（DSAの決定事項）  

1. DSAは、WDSFが IOC によって世界のダンススポーツを統括する唯一の団体として承認されている

事実を確認し、ダンススポーツに関して WDSFに反して IOC連携やオリンピック参加を謳って募集や

集客などの活動を行う団体を排除する。 

2. DSA は、DanceSport Heritage（ダンススポーツ・ヘリテージ）が世界のダンススポーツを代表する団

体ではないことを会員に知らせ、教育するために必要なあらゆることを行う。 

3. ダンススポーツ団体、アスリート、審判員、その他の関係者が上記の決議の精神に違反したと DSA 

執行委員会が認めた場合、DSA の制裁の対象とする。 

  

 


